
 

 平成   年（家イ）第      号 

 
 

 【注意】  この書面は，相手方から閲覧又は謄写の申請があれば許可されることがあります。

事 情 説 明 書 
※  本書面は，申立書を補うものです。被相続人ごとに，申立人１人につき１通ずつ記入して，

申立書とともに提出して下さい。 

平成   年   月   日 

 
申立人              ㊞ 

 

１ 連絡先 

  ※日中に連絡の取れる連絡先（電話番号）をお書き下さい。 

   自  宅     －    －      

   携帯電話     －    －      

２ 相続人について 

 ※相続人の範囲に争いがありますか。 

□ はい（次に記載してください。） 

                                         

                                       

□ いいえ 

※対立している相続人はいますか。 

□ はい（次に記載してください。） 

                                         

                                       

□ いいえ 

３ 遺産の範囲について 

□遺産は，遺産目録記載のとおりである。 

□遺産目録のほかにも，遺産がある可能性がある。 

 遺産目録のほかの遺産：                           

                                       

遺産を管理している人：                            

□遺産目録中に，被相続人の名義ではないものがある。 

１ 



 

遺産目録の番号：                              

４ 遺言書について 

※遺言書はありますか。□ある □ない □分からない 

※「ある」の場合は，以下の質問にお答え下さい。 

 遺言書の種類 

 □公正証書遺言 □自筆証書遺言（家庭裁判所での検認手続未了） 

□自筆証書遺言 

（検認済：      家庭裁判所   支部 平成   年第    号） 

⑵ 遺言書を所持している人 

 □申立人（      ）□相手方（      ）□その他

（       ） 

⑶ 遺言書の内容はわかりますか。□はい □いいえ 

※「はい」の場合，遺言書に記載されていない遺産はありますか。 

□はい  

                                    

                                   

□いいえ 

⑷ 遺言書の効力に争いが生じる可能性はありそうですか。 

□はい □いいえ 

※「はい」の場合，どういった理由で遺言書の効力が争われそうですか。 

                                     

                                     

※ なお，遺言書をお持ちの方は，写しを提出してください。 

５ 事前の遺産分割協議について 

⑴ 遺産分割協議はしましたか。 

□はい→⑵へ □いいえ 

⑵ 遺産分割協議は調いましたか。 

□はい→⑶へ □いいえ 

（遺産分割協議が整わなかった理由は何ですか。） 

□相続人の範囲に争いがあった。 

□遺産の範囲に争いがあった。 

２ 



 

３ 

□分割方法が決まらなかった。 

□                                 

⑶ 遺産分割協議書は作成しましたか。 

□はい→⑷へ □いいえ 

⑷ それでもなお未分割の遺産はありますか。 

□はい（□それは遺産目録に記載している。）  

□いいえ→⑸へ 

⑸ 遺産分割協議書に記載されていない未分割の遺産がないにもかかわらず，本

件申立てをしたのはなぜですか。 

                                          

                                         

                                         

６ 取得希望について 

あなたはこの遺産分割において，どのような形での遺産取得を希望するのかを記

載してください。 

（例）不動産の取得を希望する。 

（例）法定相続分に応じて代償金の支払を受けることを希望する。 

                                          

                                           

７ 寄与分について※ 

寄与の主張があれば，その内容を記入してください。 

期間 内容 

～ 
□家業従事 □金銭等出資 □療養看護 □扶養 

□財産管理 □ 

～ 
□家業従事 □金銭等出資 □療養看護 □扶養 

□財産管理 □ 

～ 
□家業従事 □金銭等出資 □療養看護 □扶養 

□財産管理 □ 

 ※被相続人の財産の維持または増加に対する親族間の相互扶助義務を超える

特別な寄与に限られます（民法９０４条の２）。 

以 上 


